
 

新たなまちづくり体制推進組織の活動の流れについて（案） 

 

 ※ 各団体の従来の活動は、通常どおり行っていただく事が前提です。 

 

            ・例として、１～２月に１回程度定例会を開催し、各団体の 

代表者等から出席していただき、各団体の活動内容や課題 

などを共有します。 

 

 

            ・各活動部会で出た課題などを共有した上で、取り組みたい 

活動があるか意見交換し、その検討結果を再び各活動分野 

に報告します。 

 

 

 

            ・運営委員会からの検討結果を踏まえて、新たに取り組みた 

い活動があるか議論します。 

 

 

 

            ・各活動部会から上がってきた報告を基に、翌年度に取り組 

む活動内容を決定します。 

 

 

【新たに取り組む活動事例】 

   

        伝統芸能の継承             河川清掃活動 
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